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今日，グローバリゼーションの進行とそれに

伴う世界的規模での新自由主義の席捲により，

国際間および一国内においても急激に格差・貧

困が拡大しつつあり，また，それと並行して先

進諸国において排外的ナショナリズムが高揚し

つつある。日本においても特に９０年代以降，格

差・貧困が急速に拡大しつつあるとともに，

「自己責任」論の流行や「構造改革」による各種

社会保障制度の改悪が行われるといった状況が

見られる。さらには，新自由主義勢力を中心と

して憲法９条・２５条などを主な標的とした改憲
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現代市民社会における包摂と排除
─「市民／非市民」の境界をめぐって─

藤田 悟＊

今日の日本社会において，格差・貧困の急激な拡大が見られ，それによって経済的・社会的に排除
される人々が増大してきている。本稿では，このような社会状況を市民社会論の立場から，市民社会
への包摂と排除という観点において捉え，その克服のための理論的課題を提示することを試みた。１
章では，今日における「市民」像を３つの側面から明らかにすることによって，その裏面としての
「非市民」の存在を浮き彫りにした。２章では，近代から現代への市民社会の構造転換によって，近代
においては市民社会の外部へと排除されていた「非市民」が，現代においては市民社会の内部へと包
摂され形式的には「市民」となるものの，経済的・社会的基盤の格差によって実質的には「非市民」
的状況に追い込まれていること，今日増大しつつあるのはそのような人々であることを明らかにし
た。そして３章では，このような「市民／非市民」の分断と排除の克服という問題に対し，市民社会
論に課される理論的課題とは何かについて，またそれは市民社会論に対しある種のパラダイム転換を
迫るものになるだろうことについても論じた。
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論が台頭しつつある。こうした日本社会の状況

は，格差・貧困の拡大を推進し，また正当化す

るための，自由・自立・平等等々の近代におけ

る基本的諸価値の改変，および生存権等の基本

的人権の実質的な掘り崩しが，経済的・政治的

支配層により進行中であることを示している。

ここ数年相次いで起こっている生活保護の受給

打ち切りや申請拒否による餓死事件１）や，２００７

年３月２９日に大阪市によって行なわれた，２０００

人以上もの日雇い労働者や野宿生活者の住民票

の職権消除問題２）などは，こうした動向を端的

に表していると言えよう。

では，このような今日の日本社会の動向は，

市民社会論の立場からどのように捉えることが

できるのか。また，なぜ市民社会論において問

題化しなければならないのだろうか。

まず前者について言えば，格差・貧困の拡大

とその推進・正当化とは，「市民」としての社

会的・経済的な存立基盤の掘り崩しであるとと

もに，そうした基盤を奪われた人々（＝非市

民）の市民社会からの排除であり，またそのよ

うな排除を強要し正当化するための「市民」像

の改変ないし狭小化の企てとして捉えることが

できる。その意味において，「市民」概念およ

びそれに伴う自由・自立・平等といった諸価値

が，経済的・政治的支配層と民主主義的対抗勢

力との間の思想闘争において，重要な争点とな

っていると言えよう。

そして，後者について答えるためには，今日

における格差・貧困の拡大によって大量に生み

出されつつある「非市民」的状況に追い込まれ

る人々，彼らの存在が提起しているのが，「市

民」としての生活・行動様式を支える社会的・

経済的基盤の有無，すなわち「富と教養」の有

無による，市民社会への包摂と排除，という市

民社会論における古くて新しい問題である，と

いうことを想起する必要がある。すなわち，今

日における格差・貧困の拡大とそれに伴う「非

市民」の市民社会からの排除という問題状況

は，近代市民社会から現代市民社会への移行の

なかで潜在化していった，「市民／非市民」の

境界という市民社会論に本質的な争点を再び顕

在化させたと捉えるべきなのである。言い換え

れば，今日における格差・貧困の拡大が示す，

現代市民社会における「市民／非市民」の包摂

と排除という問題は，日本，欧米あるいはその

他の諸国を問わず，現代市民社会に内在する構

造的問題として捉えるべきなのである。したが

って，冒頭に述べたような今日の社会状況は，

市民社会論にとって避けては通れない（にもか

かわらず長きに渡って等閑視してきた）問い，

「市民／非市民」とは何かという問題を現代市

民社会論に対し突きつけていると言えよう。

では，今日「新しい市民社会論」と言われる

種々の現代市民社会論は，また戦後日本におい

て独自の発展を遂げてきた市民社会論は，この

問題に対し十分応えられているだろうか。ある

いは正面から取り組んでいると言えるだろう

か。残念ながら，この問いに対する答えは否定

的なものにならざるをえない。今日の新自由主

義的諸施策や問題状況に対し，市民社会論は明

確な対抗軸を打ち出せておらず，逆に新自由主

義的言説に取り込まれつつある状況すら一部で

は見られる。

したがって，今日において市民社会論に課さ

れる課題は二重のものとなる。すなわち，第一

に，なぜ市民社会論が新自由主義イデオロギー

に対する有効な対抗勢力たりえていないのか，

言い換えれば，何が格差・貧困問題（「市民／

非市民」の境界）を正面から取り上げ，理論化
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することを妨げてきたのか，の批判的分析であ

り，第二に，そのうえで，あらためて「市民／

非市民」とは何かという問いに答えるととも

に，「市民／非市民」の包摂と排除という問題

を市民社会論のなかに理論的に位置づけること

である。

以下，第一章において，今日において「市民」

とは何を意味するのか，について，３つの側面

（理念的・規範的側面，権利主体としての側面，

社会的・経済的基盤の有無）から整理するとと

もに，その裏面としての「非市民」の存在とそ

の問題性について考察する。そして，第二章に

おいて，「富と教養」の有無による「市民」と

「非市民」の区別（「非市民」の排除）がすでに

否定されたはずの現代市民社会において，なぜ

再びこうした問題が争点として浮上してくるの

か，その原因と背景について，近代から現代に

かけての市民社会の構造転換を追うことによっ

て整理する。最後に，第三章において，現代に

おける「非市民」の存在が市民社会論に対しい

かなる課題を提起しているのかを整理し，現代

市民社会における「市民／非市民」の包摂と排

除の問題の再定式化を試みる。以上の検討を通

じて，今日の格差・貧困・排除の問題に理論的

に対応しうる現代市民社会論の構築に向けた理

論的課題を明らかにしたい。

１．「市民」をめぐる諸問題

１今日における「市民」像

今日において，「市民」とはいったい何を意

味しているのだろうか。市民社会と同様「市

民」もまた歴史的に非常に多義的な概念であり

一義的に定義することは難しいが，ここでは，

近現代の市民社会論を参照しつつ，今日の社会

状況に即した形で，今日における「市民」の３

つの側面を確認しておきたい。

まず第一に，①自立・自律した個人（自主独

立），積極的な社会参加（自発性・能動性），民

主主義的諸価値の承認・共有（公共性），等々

のような，個人の主体的条件にかかわる規範

的・理念的な側面である。これは今日一般に広

く流通している「市民」イメージであり，戦後

日本の市民社会論が要請し彫託してきた「市

民」像である。いくつか例示するならば，丸山

眞男による「市民という実体はないんです」。

「市民とは街頭市民とか何とか言う実体的なん

じゃなくて，日本じゃ組織労働者が他の国民と

共有している民主主義の担い手という側面をい

うのです」［丸山１９６１：２０７］という発言や，松

下圭一による「一般的にいって，市民を私的・

公的自治活動をなしうる自発的人間型と位置づ

けることができるであろう。市民は，現在，地

中海の古代都市国家ついでヨーロッパの中世自

由都市の市民，欧米近代における資本主義的市

民階級というような歴史的実体としてではな

く，むしろ民主主義の前提をなす個人の政治的

資質すなわち『市民性』というエートスとして

理解すべきである」［松下１９６９：２１３］という定

義が挙げられるだろう。また，近年において

も，「新しい市民社会論」の立場に立つ山口定

は，「『市民』とは，『自立した人間同士がお互い

に自由・平等・公正な関係に立って公共社会を

構成し，自治をその社会の運営の基本とするこ

とを目指す自発的人間型』」［山口２００４：９］で

ある，と述べている。このような，実体として

ではなく，きわめて理念的・規範的な「人間

型」としての市民像は，戦後日本における近代

化と民主主義化という課題に直面するなかで，

西欧の「市民」概念を輸入しつつもそのような
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近代的主体がいまだ日本には存在しない，とい

う認識に基づいて，いわば理念的に純化される

形で目標概念として形成されたものであり，今

日においても日本の市民理解の主流をなすもの

であると言えよう。

そして次に，②種々の市民的権利（参政権，

思想・良心・言論・集会・結社・信教・学問の

自由等の自由権，生存権・教育権・勤労権等の

社会権）の保持者という，権利主体としての側

面が挙げられる。

これらは，ある特定の政治共同体の成員資格

を持つことに依拠する諸権利３）であり，すなわ

ち，実質的にはある特定の国民国家の成員とい

う地位に付随し，またその限りにおいて保障さ

れる諸権利である。岡野八代が述べているよう

に，「市民権とは，現在では出入国の自由・居
シティズンシップ

住の自由，市民的civil・社会的social・政治的

political権利といった各権利の総称であり，現

在では国籍保有者である国民のみがそのすべて

の権利を享受する」［岡野２００３：２４］のである。

その意味において，この権利主体としての「市

民」という側面は，国民国家の成員＝国民とし

ての「市民」像であると言えよう４）。

以上の２つが，今日における「市民」像とし

て一般に妥当性を持つと思われるが，ここで

は，これらに加えてさらに第３の側面を提示し

ておきたい。すなわち，③「市民」的な諸価値

や生活・行動様式を支える経済的・社会的基盤

（財産・教養・文化・時間的余裕等々）の有無，

である。この規定には，あるいは異論があるか

もしれない。なぜなら，近代市民社会において

は，このいわゆる「富と教養」規定によって

「持たざる者」の市民社会への参入を制限する

「排除の論理」が自明のこととして組み入れら

れていたが，今日においては，このような「富

と教養」の有無による市民社会からの排除は認

められない，少なくとも正当性を持たないとさ

れており，近年の市民社会論においても「市

民」規定に関してこの「富と教養」規定への言

及は見られないからである。では，なぜ今あえ

てこの側面を①②に加えて取り上げ，問題化す

る必要があるのか。この問いには，３つの観点

から答えることができるだろう。第一には，

「富と教養」規定が形式的には廃棄されたはず

の現代市民社会においても，実質的には「市

民」の要件として今日まで機能し続けてきたこ

とが挙げられる。第二に，にもかかわらず，民

衆レベルにおける生活条件の全般的な向上，市

民資格の国籍要件への一元化によって，「解決

済」として市民社会論の視界から消えていった

側面であるということである。そして第三に，

何より，今日再びこの「富と教養」＝経済的・

社会的基盤の格差の問題が顕在化するとともに

拡大しつつあり，まさにこの問題が，今日の

「市民」のあり方をめぐる重要な争点として浮

上してきているからである。

２「市民」についての３つの問題

以上のように，今日における「市民」が上記

３つの側面によって構成されているならば，実

際に「市民」である／ないということはいかな

る問題をはらんでいるのだろうか。上記３つの

側面に即して見ていくことにしたい。

まず，①個人の主体的条件にかかわる理念

的・規範的な「市民」像が，近年の新自由主義

イデオロギーに親和的な側面を（おそらくは戦

後市民社会論者の意図に反して）持つことによ

り引き起こされる問題である。すなわち，自立

や自発性等の近代的理念が，「（経済的）自立」

「自己責任」「強い個人」といった新自由主義的
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言説に回収されてしまうことによって，経済的

な弱者や，様々な理由により社会参加に困難や

障害を抱える人々が，「自立・社会参加への意

欲・能力に欠ける人々」とみなされ，「市民」と

して不適格な者＝「非市民」とされてしまうと

いう問題が存在する。

また，②権利主体としての「市民」たる根拠

が，特定の国民国家の成員資格のみであること

によって，外国人労働者や移民・難民，特に日

本においては「在日」の人々等，国民でないこ

とによって「非市民」とされてしまう人々が存

在するという問題がある。字義通りに考えるな

らば，国民でないということはたんに，「非国

民」であることを意味するにすぎないはずであ

る。なぜ国民でないということがイコール「非

市民」であるということを意味してしまうの

か。ここに示されているのは，「『シティズンで

あること』と同時に『ネイションであること』

を意味してしまうシティズンシップの両義性」

［岡野２００３：６２］，すなわち，近代国民国家にお

ける「市民」と国民の事実上の同一視とそれが

もたらす問題である５）。

そして，③経済的・社会的基盤の有無ないし

格差によって，実質的に権利保障ないし権利行

使ができない，あるいは市場や政治へのアクセ

スができない，またそれによって，「自立」や

「自発的」な政治・社会参加といった市民的生

活・行動様式が制限されてしまう人々が存在す

るという問題である。

これら３つの問題は，原理的には，それぞれ

前節で述べた「市民」の３つの側面の裏側に潜

在する問題であると言えよう。しかし，とはい

ってもこうした問題が問題として顕在化するか

否か，また顕在化するとしてもどのような形で

顕在化してくるかは状況依存的であり，アプリ

オリに確定できるものではない。したがって，

今日これらの問題が，なぜ・どのような形で顕

在化してきているのか，があらためて検討され

ねばならない。そこで，以下これらの問題が今

日どのような形で顕在化しているのかを簡単に

整理したうえで，次章において，なぜこのよう

な形で顕在化してきたのか，近代から現代にか

けての市民社会の変容に即して考察することに

したい。

まず，①について今日特に問題となっている

のが「自立」という価値であり，「自立した個

人」＝「市民」という観念である。つまり，理

念的・規範的な「市民」像が「自立」という価

値をその中核に持つがゆえに，「自立できない

者」「自立する意欲に欠ける（と判断される）

者」が「非市民」として排除されてしまうとい

う問題である。もちろん，「自立」という価値

は，封建的な旧支配からの政治的・精神的解放

という意味においては，西欧近代，また戦後日

本においても歴史的に積極的な意義を持ってい

たことは確かであるし，今日においても，例え

ば青少年の発達・成長における主体性の獲得と

いった意味において，積極的な価値であり続け

ている。しかし，今日の新自由主義的言説にお

いて，「自立という日常用語が特定の政治的意

図にもとづいて政策上の方向づけを行おうとし

ている」［中西２００７：１８１］と中西新太郎が述べ

ているように，意図的に「自立」概念の改変が

行なわれており，それに伴って「市民」像が矮

小化されつつある。それはすなわち，「自立」

の経済的側面への矮小化とその不当な肥大化

（「自立」の経済的自立への収斂）であり，「自

立」の個人化（人間存在の共同性・相互依存的

な関係性からの分断）による自己責任原則の強

要であり，そして平等や連帯といった他の近代
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的諸価値から「自立」を切り離し優越させるこ

とによる「自立」の特権化である。このような

「自立」概念の改変によって，今日では「自立」

はもはや前節で述べたような近代主義的な理想

や目標ではなく，他律的に強要されるものとな

り，そして，「自立」できない人間を「市民」と

して不適格な者＝「非市民」として排除すると

ともに，そうした排除を正当化するイデオロギ

ーへと転化してしまっていると言えよう。

次に，②の国民でないことによって「非市

民」とされてしまうという問題は，今日のグロ

ーバル化のなかでの移民・難民，外国人労働者

の増加によって，特にEU圏においては早くか

ら深刻な問題として存在していたが，日本にお

いても，「在日」の人々，また日系ブラジル人や

ペルー人，中国人等の外国人労働者の増加に伴

い，近年大規模に顕在化しつつある。具体的に

は，外国人の（地方または国政への）参政権の

問題であり，また特に日本においては，生活保

護の受給権や義務教育をめぐる問題が今日大き

な争点として存在している。

そして，③の経済的・社会的基盤の格差とい

う問題は，所得格差の拡大や失業率の上昇によ

る，ホームレスやワーキング・プア，またフリ

ーターやニートの増大という形で，今日大規模

に顕在化しつつある。そして，この経済的・社

会的基盤の問題こそが，上述の①，②双方の問

題の土台をなしていると言える。なぜなら，①

の問題は，国民であることによって形式的には

「市民」であっても，経済的・社会的基盤が掘

り崩されることによって，実質的には「非市

民」的状況に追い込まれてしまう人々が存在す

るという事態のイデオロギー的正当化をめぐる

問題として捉えることができ，また②の問題に

ついても，国民国家の成員資格を持たない，す

なわち「非国民」であることによって市民権や

社会・福祉サービスの一部に制限が加えられ，

「市民」としての十全なあり方を支える経済

的・社会的基盤が保障されない人々が存在する

という事態の正当性を問う問題として捉えられ

るからである。

このことは，もちろん「市民」をめぐる①，

②の問題がすべて③に還元されるということを

意味するわけではない。しかし，経済的・社会

的基盤の有無ないし格差が①，②の問題の土台

をなしているという事実を確認し，そこに焦点

を合わせることによって，「市民／非市民」の

境界をめぐる問題を，「国民‐非国民」という

国民国家論の枠組みにおいてではなく，また，

理念的・規範的な「市民」論に還元させること

なく，市民社会の構造において，とりわけ近代

から現代にかけての市民社会の構造転換との関

連から問題化することが可能になるのである。

２．市民社会における包摂と排除

本章では，上述の問題をふまえ，③の経済

的・社会的基盤の歴史的変容を軸としつつ①お

よび②の問題がどのように派生してきたのかと

いう観点から，近代から現代にかけての市民社

会における包摂と排除の論理，言い換えれば

「市民／非市民」の境界の変容について整理す

る。

１近代市民社会における「市民」と「非市民」

１９世紀的な近代市民社会は，ブルジョア社会

とも形容されるように，ブルジョアジーとプロ

レタリアートの分裂と前者による後者の支配に

基づく階級社会でもあった。そして，このブル

ジョアジーとプロレタリアートの階級的分裂
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が，そのまま「市民」と「非市民」の区別に対

応していたのである。では，なぜブルジョアジ

ーだけが「市民」たることができたのか。一言

で言えば，「富と教養」の存在がその根拠であ

るが，その内実として以下の３点が挙げられる

だろう。すなわち，私有財産という形での生活

の経済的基盤と，それに基づく選挙権という政

治的権利，そして政治的権利を活用し政治参加

するための教養・言論空間・時間的余裕等々の

社会的条件である。以上のような経済的・政治

的・社会的基盤の存在が，ブルジョアジーが

「市民」たりうる根拠であり，逆に，プロレタリ

アートはこれらを持ちえないがゆえに，「非市

民」であったのである。また，このようなブル

ジョアジーとプロレタリアートにおける経済

的・政治的・社会的基盤の有無ないし格差は，

両者の生活世界そのものが構造的に分裂してい

ることを示している。そしてこの分裂こそが，

近代市民社会の構造的指標であり，「市民」と

「非市民」の区別の基礎をなしているのである。

したがって，近代から現代への市民社会の構造

転換について論ずる前に，近代市民社会の構造

をふまえたうえで，近代における「市民／非市

民」の境界について整理しておかねばならな

い６）。

近代市民社会とは，マルクスが『ドイツ・イ

デオロギー』において「市民社会こそが全歴史

の真のかまどであり舞台である
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

」［MEW3-36傍

点引用者］と述べているように，経済的土台お

よび文化的再生産の行なわれる社会的相互行

為・諸関係の領域とを包括した重層的な構造を

持つものであった。しかし，佐藤春吉が，マル

クスにおいて「物質的文化的再生産の諸関係の

総体（国家は除かれる）として想定された『市

民社会』が，自立した経済的諸カテゴリーの体

系と，以余の周囲世界とにますます分離させら

れてゆくという事実」［佐藤１９８７：５４４］を指摘

しているように，物質的再生産の領域＝経済構

造に立脚しつつもそれとは区別される文化的再

生産の領域を析出することができる。そして，

この文化的再生産領域が，狭義における〈市民

社会〉であり，現代市民社会の原型をなすもの

なのである７）。しかし，この〈市民社会〉＝文

化的再生産領域は，決して社会的・文化的な一

体性が確保された単一の「社会」をなしている

わけではない。上述のように，階級的に分裂し

た複数の生活世界の混交‐対抗する領域なので

ある。すなわち，「プロレタリアートとその家

族の『労働の世界』と，その成果を搾取し享受

するブルジョアジーの『富と教養の世界』への

『市民社会』の分裂」［佐藤１９８７：５４７］である。

そして，分裂したこれら２つの生活世界は，当

然ながらその力関係において対等ではない。

まず，ブルジョアジーの「富と教養の世界」

は，それ自体としては特権層による「上流一

萬」の世界にすぎない。しかし，文字通りその

物質的・時間的余裕と教養を背景に，ブルジョ

アジーは「市民」としての自覚と能力を獲得す

る。そして彼らの形成するブルジョア的文化・

価値・利害─自由・平等・私的所有等─は，特

殊階級利害を越えた普遍性と正当性を獲得し，

〈市民社会〉全体の文化的再生産を担い代表す

ることになる。すなわち，マルクスに従えば，

「富と教養の世界」に生きるブルジョアジーは，

独立した「人格的個人」として，「全世界の生産

（精神的生産を含む）との実践的な関連の中に

おかれ」［MEW3-37］ており，そのような存在

として，「市民」たりうるのである。

一方，プロレタリアートの「労働の世界」は，

その名の通り経済構造に対しきわめて従属的位
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置にある。そのなかで，過酷な労働によって

「孤立化を日々再生産する諸関係の中で生きる

諸個人」［MEW3-61］であるプロレタリアート

は，ブルジョアジーのような物質的・時間的余

裕，教養を持っていない。そのため，プロレタ

リアートは彼ら自身の「労働の世界」における

生活態度や人生観等を越えた，普遍的な文化を

獲得することができない。なぜならば，「個人

の現実的な精神的豊かさがまったく彼の現実的

な関連の豊かさに依存する」［MEW3-37］こと

は明白であり，したがって，そのような経済

的・政治的・社会的基盤を持たない彼らは，

「世界」との「実践的な関連」および能力を持た

ざるものとして，「非市民」なのである。

すなわち，近代における〈市民社会〉は，構

造的にはブルジョアジーの「富と教養の世界」

とプロレタリアートの「労働の世界」の混交す

る領域であるが，実質的にはブルジョアジーに

よる独占領域として現象するのであり，プロレ

タリアートは事実上〈市民社会〉≒「富と教養

の世界」から排除された存在なのである。

このように，近代市民社会における「市民」

と「非市民」の区別は，たんに権利の有無や貧

富の差を表すものではなく，階級構造に基づく

「富と教養の世界」と「労働の世界」への〈市民

社会〉の分裂による経済的・政治的・社会的基

盤の格差，そして「富と教養の世界」の政治

的・文化的ヘゲモニーの独占による「市民」た

る「能力」の格差，を表す構造的かつ実体的な

ものであった。

しかし，１９世紀から２０世紀にかけて，市民社

会の構造転換とともに「市民」と「非市民」の

境界が変容しはじめる。

２現代市民社会における「形式的市民」＝「実

質的非市民」

近代から現代への市民社会の構造転換と「市

民／非市民」の境界の変容は，２つの側面から

捉えることができる。

１つ目は，〈市民社会〉領域の拡大による「市

民」の増大，という側面である。前節で確認し

たように，近代における〈市民社会〉は，実質

的にブルジョアジーの「富と教養の世界」とほ

ぼイコールであった。しかし，１９世紀末ごろか

ら，「資本蓄積と技術進歩によって，特に不熟

練・半熟練労働者が量的に増大したため，彼ら

を含む労働者階級の社会的・政治的圧力が増大

し」［後藤２００１：１７２］，それまで「労働の世界」

に押し込められていた労働者階級が，「富と教

養の世界」に参入しはじめたのである。すなわ

ち，「非市民」であった労働者階級が「市民」た

る地位を獲得し，〈市民社会〉内部の存在とな

ることによって，〈市民社会〉が拡大していく

のである。

男性への普通選挙権，労働組合の承認，労働

者政党の成立，失業保険・健康保険等の社会保

障制度，初等公教育の普及等が，その一般的指

標として挙げられよう。やや具体化して言え

ば，まず普通選挙権の獲得により「公民」とし

ての資格が与えられたこと，そして労働組合や

労働者政党を通じた資本側との交渉，ないし政

治社会へのアクセス回路を手に入れたこと，ま

たリテラシー能力を身に付けたことによる新聞

等のメディア，言論空間（公共領域）への部分

的参加が可能になったこと等である。

依然として階級間の経済的・文化的格差は大

きく，また女性はいまだ排除されたままではあ

ったが，こうした過程を通じて徐々に階級横断

的な共通の政治的・文化的領域が形成され，制
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度的な保障が確立していったのである。ここ

に，近代市民社会における階級的に独占され閉

ざされた〈市民社会〉とは異なる，拡大した

〈市民社会〉，すなわち現代市民社会の成立を見

ることができる。

２つ目は，国民国家による〈市民社会〉の包

摂と「市民」の国民化，という側面である。近

代において〈市民社会〉が階級的に分断されて

いた，という事情からわかるように，１９世紀末

までは，「国を超えた階級的同一性の感情が国

民的同一性の感情を上まわることは……ごく普

通のこと」［後藤１９９７：４１］であった。しかし，

１９世紀から２０世紀にかけて，先進工業諸国が帝

国主義化していくなかで，階級的分断を越えた

国民的同一性の創出が必要とされるようになっ

た。すなわち，「帝国主義戦争を遂行するため

の大規模な軍隊が形成できるためには，国家に

対する忠誠心と健康な身体，さらに命令が理解

できるだけの言語能力と初歩的教養をもつ労働

者と農民が大量に存在している必要があった」

［後藤１９９７：４０］のである。こうした要請から

（もちろん上述のように労働者階級の激しい運

動の成果を無視することはできないが），普通

選挙権や各種社会保障制度，初等公教育等の広

範な社会改革が進行していったのである。

そして，その結果として以下の変化が生じ

た。すなわち，第一に，それまで一国内の階級

的分断を前提としつつも，国を越えて存在した

階級的連帯が弱まり，〈市民社会〉が国民国家

内部に包摂されたこと，第二に，「市民」たる資

格が，ある一定の財産や教養といった複数の実

質的規定から，国民国家の成員という単一の形

式的規定へと移行し，それまで「非市民」であ

ったプロレタリアートその他の階級も，国民と

なることによって「市民」としての権利を獲得

することになったことである。これらの変化に

ついて，性急に肯定的ないし否定的な評価を下

すことは避けねばならないが，少なくともここ

において，近代市民社会において「市民／非市

民」の境界であった「富と教養」は，政治的に

は無効化され（ある程度までは経済的にも緩和

され），「富と教養」の有無による市民社会から

の排除という「富と教養」規定は，現代市民社

会においては廃棄されることになったのであ

る。

もちろん，こうした政治体制や社会形態の変

容による市民社会の構造転換は，重化学工業化

と技術革新，植民地政策による市場の拡張など

の経済構造の変容を基礎とし，また，アジア・

アフリカ等の植民地への，包摂と排除の問題の

国際的な転移を前提としていたことは明らかで

ある。しかし，少なくとも先進諸国において

は，経済的・政治的・社会的基盤の階級間格差

の一定の緩和，〈市民社会〉の拡大，また「富と

教養」規定の政治的無効化によって，現代市民

社会において包摂と排除の問題は，表面的には

消え去ったかのように見えた。なぜなら，上記

の理由によって，近代のようなはっきりと目に

見える形での市民社会からの排除は（外国人や

一部の法秩序の外にいる者を除いて）存在しな

くなったからである。しかし，当然ながら，

「富と教養」の政治的無効化が，現実に存在す

る「富と教養」の格差を解消したわけではな

い。また同時に，〈市民社会〉の拡大は，階級間

の格差・矛盾およびそれらをめぐる闘争が，市

民社会の内部対外部という形ではなく，市民社

会の内部へとその場を移したということを意味

してもいたのである。

したがって，現代市民社会において，包摂と

排除の問題は姿を消したわけではなく，以下の
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ように近代市民社会とは異なる形をとって再び

現象する。すなわち，近代におけるような市民

社会の外部への「非市民」の排除としてではな

く，市民社会内部における経済的・社会的弱者

の実質的排除ないし周辺化として，言い換えれ

ば，「形式的市民」＝「実質的非市民」（法的に

は「市民」たる地位・権利を有しているが，経

済的・社会的には「非市民」的立場にある

人々）の市民社会の下層への抑圧と排除の問題

として立ち現れてくるのである。

こうした，経済的・社会的弱者の市民社会へ

の形式的包摂と実質的排除という問題は，現代

市民社会成立時から存在する潜在的問題であっ

た。にもかかわらず，持続的な国民経済の成長

と生活条件の全般的向上，女性や外国人労働者

等のマイノリティに対する権利付与の進展，各

種社会保障制度の発達等により，２０世紀末まで

はこの問題が大規模に顕在化することはなかっ

た。しかし，高度経済成長が終焉をむかえ，福

祉国家システムの行き詰まりと新自由主義的構

造改革による急速な格差・貧困の拡大により，

ヨーロッパにおいては８０年代以降，日本におい

ては９０年代以降，形式的包摂と実質的排除の問

題が大規模に噴出しつつある。特に日本におい

ては，リストラや有期雇用の増大，社会保障制

度の解体や福祉サービスの「市場化」等によ

り，政治社会ないし市場へのアクセス回路・能

力・教養の剥奪，適切な医療・福祉・社会保障

からの排除，憲法２５条に定められた「健康で文
毅 毅 毅 毅

化的な
毅 毅 毅

最低限度の生活」水準の維持の困難を抱

える人々が急速に増大しているのである。こう

した人々は，国民であることにより市民的諸権

利を保障されているという意味で，形式的には

「市民」であっても，実質的には「非市民」的状

況に追い込まれていると言わざるをえない８）。

ここで重要なのは，現代市民社会において

は，「市民」たるための基盤＝「富と教養」もま

た，近代市民社会における「富と教養」からは，

その内実が拡大・変容しているということであ

る。まず，近代市民社会における「富」とは端

的に私有財産を意味するものであったが，今日

「市民」としての基盤をなす「富」とは，様々な

社会保障や医療・福祉サービス，各種インフラ

や住環境，さらには地域や職場における人間関

係やコミュニティ等の社会的「つながり」をも

含むものであり，決して私有財産のみに還元で

きるものではない。また，「教養」についても，

今日では読み書き等の基本的な言語能力が問題

とされることはほとんどない。むしろ複雑化し

た市場や社会保障等へのアクセス方法や，多種

多様なメディアから発信される大量の情報に対

するリテラシー能力，また人間関係構築の能力

なども，今日における「教養」の内実には含ま

れるだろう。すなわち，現代市民社会における

「富と教養」とは，近代におけるそれよりもは

るかに多様な内実を持った「経済的・社会的基

盤」として捉えられねばならず，したがってま

た，「実質的非市民」とはたんに「富と教養」を

「持たざる者」としてではなく，「市民」として

保障されるべき経済的・社会的基盤を「奪われ

た者」として立ち現れてくるのである。

加えて重要なのは，こうした現代市民社会に

おける「実質的非市民」の排除は，近代のよう

に彼らが端的に「非市民」＝市民社会「外」の

存在であることによって正当化されるわけでは

ない，ということである。むしろ，前章で述べ

たように，新自由主義的に改変された「自立」，

「自己責任」といった「市民」としての形式の強

要により，上述の「非市民」的状況は，「市民」

としての能力の欠如，失敗の結果として甘んじ
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て忍苦すべきものとみなされる。すなわち，現

代市民社会における実質的排除は，まさに排除

される側が形式的には「市民」であることを根

拠として，正当化されるのである。

以上のように，現代市民社会の成立時から潜

在していた経済的・社会的弱者の形式的包摂と

実質的排除という問題は，２０世紀末までは，持

続的な経済成長に基づく福祉国家による「非市

民」の包摂の漸次的進展という市民社会の「拡

大」局面の継続によって，その顕在化を抑えら

れてきた。しかし，今日，高度経済成長の終焉

による福祉国家システムの行き詰まりと新自由

主義的グローバリズムの進展によって「市民」

たるための経済的・社会的基盤の掘り崩しが進

行し，市民社会が実質的な「収縮」局面へと転

換しつつあるなかで，大規模に顕在化しつつあ

ると言えよう。

では，現代市民社会において今日再び拡大し

つつある「市民／非市民」の包摂と排除という

問題は，市民社会論に対しいかなる理論的課題

を提起しているのだろうか。

３．市民社会論のパラダイム転換

これまで，現代市民社会における「市民／非

市民」の包摂と排除という問題について，今日

における「市民」像とその裏面としての「非市

民」の存在を手がかりとして，近代から現代に

かけての市民社会の構造転換の過程を考察する

ことによって，「市民／非市民」の包摂と排除

の論理の変容を概観してきた。その結果，「市

民／非市民」の境界は，「市民」たるための経済

的・社会的基盤の有無とその内実に基礎を持っ

ていること，また今日における「非市民」は形

式的には「市民」という外観をまとうというこ

と，したがって現代市民社会における包摂と排

除は，近代のような「富と教養」の有無による

市民社会の「外部」への排除としてではなく，

市民社会の「内部」における経済的・社会的基

盤の格差による「形式的市民」＝「実質的非市

民」の抑圧・排除という形に変容することが明

らかとなった。さらに，２０世紀末までは市民社

会の「拡大」局面の継続により顕在化を抑えら

れてきた「実質的非市民」の排除が，今日，市

民社会の「収縮」局面へと転換したことによ

り，大規模に顕在化しつつあるということを確

認してきた。

以上をふまえたうえで，本章では，今日にお

ける「非市民」の存在が提起している問題につ

いて整理・検討することによって，現代市民社

会における「市民／非市民」の包摂と排除とい

う問題が市民社会論に対しいかなる理論的課題

を提起しているのかを明らかにし，現代市民社

会論が取り組むべき課題と理論的再構築の方向

性を提示したいと思う。

１「非市民」の存在が提起するもの

では，今日「非市民」の存在が提起している

問題とは何か。それは，「市民」という存在様

式を支える経済的・社会的基盤（財産，教養，

政治的・文化的帰属，政治・社会制度・市場へ

のアクセス回路・能力etc.）の有無ないし格差

の問題であり，それによって引き起こされる

「市民」の形式と実質の乖離の問題である。も

ちろん，近代以前においても，経済的・社会的

基盤の問題は「市民／非市民」の境界をめぐる

決定的な問題であった。しかし，今日において

この問題が持つ重要性は，近代以前におけるそ

れとは意味が異なる。

なぜなら，第一に，近代から現代への市民社
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会の構造転換によって，現代市民社会において

は，経済的・社会的基盤の有無ないし格差から

「市民」たちは政治的に「解放」され，万人が市

民社会の成員として形式的には「市民」として

の地位と権利を有しているのである。そしてこ

の意味において，経済的・社会的基盤の有無な

いし格差は，「市民／非市民」の構造的・実体

的分裂の指標としてではなく，「市民」の形式

と実質の乖離の問題となっているからである。

そして第二に，現代市民社会における経済的・

社会的基盤の内実もまた，前章で述べたように

近代市民社会における「富と教養」とは大きく

変容しているのであり，「市民」の形式と実質

の乖離の問題は，たんに経済的格差だけにその

原因があるのではなく（もちろん経済的格差が

中心的問題ではあるが），経済的・社会的基盤

の多様な内実をいかに捉えるかにかかっている

のである。

さらに，今日における「非市民」の急速な増

大が提起しているのは，上記のような近代から

現代への構造転換に由来する問題だけではな

い。なぜなら，すでに述べたように，現代市民

社会における形式的包摂と実質的排除の問題

は，現代市民社会成立時からの潜在的問題であ

ったにもかかわらず，それが大規模に顕在化し

てきたのは，１９８０年代以降のことだからであ

る。すなわち，今日における「非市民」の存在

は，現代市民社会において，持続的な経済成長

に基づく福祉国家による「非市民」の包摂の漸

次的進展という，市民社会の「拡大」局面から，

高度経済成長の終焉による福祉国家システムの

行き詰まりと新自由主義的グローバリズムの進

展によって，市民社会の実質的な「収縮」局面

へと転換しつつあるという社会変動を意味して

もいるのである。そして，今日の市民社会の

「収縮」局面において，経済的・政治的支配層

による経済的・社会的基盤の掘り崩しと「市

民」像とそれを支える近代的諸価値の改変が進

行していることもすでに述べたとおりである。

しかし，これまでの市民社会論は，経済的・

社会的基盤の問題，すなわち今日において「市

民」たるための経済的・社会的基盤の具体的内

実とは何か，またそれは近代における「富と教

養」とは何が異なるのか，そして主体形成と経

済的・社会的基盤との関連，といった今日にお

ける「非市民」が提起している諸問題に正面か

ら取り組んではこなかった。そしてその原因

は，戦後日本の市民社会論と「新しい市民社会

論」に共通する，構造的観点の欠如という問題

であり，また特に，近代から現代への市民社会

の構造転換を捉える理論的枠組みの欠如にあっ

たと言えよう。

なぜなら，本稿で明らかにしてきたように，

「市民／非市民」の境界を定めるのは，構造的

に規定された主体形成の諸条件の有無，すなわ

ち経済的・社会的基盤の有無である。しかし，

こうした構造的観点の欠如によって，経済的・

社会的基盤の問題，すなわち構造と主体形成と

の関連という問題は視界から消え，「市民／非

市民」の境界の問題は，容易に主体性論へとす

りかわってしまう。そのため，現代市民社会論

が彫琢してきた「市民」像はきわめて理念的・

規範的な，いわば「形式的」なものとなり，そ

こに要請される自由・自立・平等といった諸価

値も，そうした諸価値を支える経済的・社会的

基盤との関連を問われることなく，個人の主体

的条件のレベルにおいてのみ理解されることに

なったと言えよう。

また，同様に近代から現代への構造転換を捉

える理論的枠組みの欠如によって，経済的・社
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会的基盤の現代的変容，すなわち主体形成の諸

条件の現代的変容という問題と同時に，今日に

おける「市民」像を構成する上述の近代的諸価

値の批判的問い直しという課題もまた，市民社

会論において見落とされてきたと言えよう。す

なわち，自由・自立・平等といった近代的諸価

値それ自体が，新自由主義イデオロギーに対し

親和的な側面を持つという矛盾を内包したもの

であったにもかかわらず，これらの近代的諸価

値とそれに基づく「市民」像の過度の規範化，

理念化によって，現代市民社会における「市

民」の形式と実質の乖離という問題が見過ごさ

れてきたのではないか，ということである。そ

してまた，こうした「市民」の主体的条件を形

成する近代的諸価値に対する無批判的態度が，

今日の市民社会の「収縮」局面において，新自

由主義的に狭小化された自由・自立・自己責任

といった諸価値に基づく孤立した「市民」像に

対し，今日の市民社会論が有効な批判をなしえ

ていないことのひとつの要因ではないだろう

か。

したがって，今日における「非市民」の存在，

すなわち現代市民社会における「市民／非市

民」の包摂と排除の問題が市民社会論に対し提

起している理論的課題とは，近代から現代への

市民社会の構造転換による「市民」たるための

経済的・社会的基盤の変容，および現代市民社

会における市民社会の「拡大」から「収縮」局

面への転換による経済的・社会的基盤の掘り崩

しと「市民」像の改変に対する理論的対応にあ

ると言えよう。端的に言い換えれば，近代から

現代への構造転換および現代における市民社会

の「拡大」と「収縮」という二重の構造変動を

捉えうる理論枠組みを組み入れた現代市民社会

論の再構築，という課題である。

そして，こうした構造的観点を組み入れた現

代市民社会論の再構築という理論的課題の遂行

は，市民社会論にある種のパラダイム転換を迫

るものとなろう。なぜなら，構造的観点を組み

入れた現代市民社会論の再構築とは，近代から

現代への市民社会の構造転換，および現代市民

社会の「拡大」と「収縮」という両局面を捉え

うる理論枠組みとともに，そうした構造変動に

よる主体形成の諸条件の変容を捉える論理を持

つものでなければならないが，同時に，今日新

自由主義的に改変されつつある，これまでの市

民社会論における「市民」像とそれを支える近

代的諸価値，および掘り崩されつつある経済

的・社会的基盤の批判的再検討・再構築という

理論的実践が要求されるからである。すなわ

ち，現代市民社会における「市民／非市民」の

包摂と排除という問題は，市民社会論に対し，

これまで市民社会論が依拠してきた「市民」を

支える近代的諸価値と経済的・社会的基盤の批

判的再構築という理論的実践を要求しているの

であり，この意味において，現代市民社会論

は，市民社会論のパラダイム転換ともいえる理

論的内容を持つことになるのである。

２「市民／非市民」の克服に向けて

以上のように，現代市民社会における「市民

／非市民」の包摂と排除の問題が市民社会論に

対しいかなる理論的課題を提起しているか，ま

たそれによって現代市民社会論はいかなる理論

構造を持つことになるのか，について明らかに

してきた。しかし，このような構造論としての

現代市民社会論の理論枠組みの再構築という理

論的課題の導出は，今日における「市民／非市

民」の分断と「非市民」の排除という問題状況

の克服という実践的課題をその背景としてなさ
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れたものである。したがって，以下本稿の主題

を若干踏み越えることにはなるが，上述の問題

状況を克服するための実践的課題を整理するこ

とによって，現代市民社会における「市民／非

市民」の包摂と排除の問題が提起している理論

的課題の内実を具体化することを試みたいと思

う。

ここで，あらためて確認しておくと，今日に

おける格差・貧困の拡大＝「実質的非市民」の

増大とは，現代市民社会が「収縮」局面へと転

換するなかで，新自由主義的諸政策によって，

「市民」たるための経済的・社会的基盤を掘り

崩し，「市民」を実質的に経済的中・上層に限

定し市民社会を縮小させるとともに，経済的下

層・社会的マイノリティに対しては「市民」と

しての形式を強要することで市民社会から実質

的に排除し，さらにそれを新自由主義的ないし

ナショナルな言説によってイデオロギー的に正

当化することによって行われていると言える。

このような問題状況をふまえ，あらためて今

市民社会論に突きつけられている問いを述べる

ならば，次のようになるだろう。現代市民社会

が種々の不平等・抑圧・排除をはらむ領域であ

ることを認めたうえで，なお市民社会（および

市民社会において形成されてきた普遍的諸価

値）を放棄すべきでないとするならば９），「市民

／非市民」の分断と「非市民」の排除という問

題の克服はいかにして可能か１０）。言い換えるな

らば，このような状況下で，新自由主義勢力に

対抗し，「収縮」しつつある市民社会を再び「拡

大」させるための課題とは何であるか。

それは，第一に，新自由主義イデオロギーに

対抗しうる「市民」概念およびそれに伴う自

由・自立・平等・連帯等の近代的諸価値の批判

的再構築であり，第二に，今日において「市民」

であるための経済的・社会的基盤の内実を問う

とともにその保障を実現する戦略の構築であろ

う。そして，これらの課題の遂行を通じた市民

社会の「拡大」とは，今日において形式的には

「市民」であるにもかかわらずその実質を奪わ

れている人々＝「実質的非市民」が，「市民」と

しての実質を取り戻していく，いわば「包摂の

論理」の構築であるとも言えよう。

ただし，「包摂の論理」と言うとき，それが旧

来の福祉国家システムによる「救済」や競争的

市場への動員による既存秩序への囲い込みを意

味するものであってはならないだろう。なぜな

ら，こうした既存の秩序，システム自体が，経

済的・社会的基盤の格差と，「市民」の形式と

実質の乖離を生み出す動因となっているからで

あるが，さらにそれだけではなく，こうした

「上からの包摂」は，「非市民」に対し，救済に

値するか否か，労働力商品として価値があるか

否かを選別する権力的なまなざしを注ぐことに

よって，「市民／非市民」の境界をより厳密に

し，強化する恐れがあるからである。したがっ

て，「包摂の論理」とは，何よりもまず，「非市

民」の側の抵抗と連帯の論理として捉えられね

ばならない。すなわち，「非市民」にとって，彼

らが実質的に「市民」たりうるために必要な経

済的・社会的基盤の要求として，また，「市民

／非市民」間あるいは「非市民」同士の分断を

克服するための連帯の論理の構築・普遍化によ

って市民社会全体を包摂していくような，いわ

ば「下からの包摂」として問題にされねばなら

ないのである。

したがってまた，これらの課題の遂行は，現

存の市民社会のたんなる「拡大」を意味するも

のではないし，またそうであってはならない。

なぜなら，エレン・ウッドが指摘しているよう
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に，現代市民社会の内部には「家族やジェンダ

ー諸関係や職場における抑圧，人種主義的態

度，同性愛嫌悪等々」の様々な抑圧が存在して

いるにもかかわらず，多くの現代市民社会論に

おいては，「これらの抑圧は市民社会にとって

構成的なものとしてではなく，市民社会におけ

る機能不全として扱われている」［Wood１９９５

＝１９９９：３５４］。しかし，本稿でも述べてきたよ

うに，市民社会は常に抑圧・排除される人々＝

「非市民」の存在と，そうした排除を生み出す

構造とをその内部に持つものであった。再びウ

ッドの言葉を借りるならば，「搾取と支配の諸

関係」は，「本質そのものとして，これ以上切り

縮められようもなく市民社会を形成している」

［Wood１９９５＝１９９９：３５５］のである。したがっ

て，市民社会の「拡大」とは，こうした抑圧と

排除の構造によって生み出される「非市民」─

すでに述べたように今日における「非市民」は

市民社会「内部」の存在である─を主体とした

「民主主義的過程と解放的な運動」［Hirsch

１９９５＝１９９８：５７］による，現存の市民社会を構

成する「搾取と支配の諸関係」およびそうした

諸関係に基づく「市民」像の解体と再構築を意

味するものであると言えよう。

すなわち，「市民／非市民」の分断の克服と

いう理論的・実践的課題の遂行は，「市民」た

るための経済的・社会的基盤の内実を問うこと

によって「市民／非市民」の境界を可視化させ

るとともに，その基盤の保障・拡充によって，

また「市民」概念とそれを支える近代的諸価値

の批判的再検討によって，「市民／非市民」の

境界を無効化していくプロセスでもある。この

プロセスは，理論的にも実践的にも非常に多岐

に，また長期に渡る困難なものとなるであろう

し，その先がさらに市民社会の「揚棄」へとつ

ながっていくのかどうかは定かではない。しか

し，少なくとも現代市民社会論が，今日におけ

る格差・貧困・排除の問題を自らの本質的な問

題として捉え，引き受け応えていかねばならな

い以上，これらは避けては通れない課題である

と言えよう。

おわりに

今日における急激な格差・貧困・排除の拡大

という問題状況は，市民社会論においてどのよ

うに理論化することができるのか，また市民社

会論に対しいかなる理論的課題を提起している

のか，を明らかにすることが，本稿における課

題であった。こうした課題に基づき本稿では，

まず，今日における「市民」像の３側面（理念

的・規範的側面，権利主体としての側面，経済

的・社会的基盤の有無）を検討することによっ

て，その裏面としての「非市民」の存在とその

問題性を明らかにした。また，近代から現代に

かけての市民社会の構造転換により，近代にお

いては「富と教養」の有無によって市民社会の

内部と外部とに明確に分かたれていた「市民／

非市民」の境界が，現代においては拡大した市

民社会内部における経済的・社会的基盤の格差

による「形式的市民」＝「実質的非市民」の抑

圧・排除という形に変容すること，そして，２０

世紀末における市民社会の「拡大」局面から

「収縮」局面への転換により，「実質的非市民」

の排除が大規模に顕在化しつつあることを明ら

かにしてきた。さらに，現代市民社会における

「市民／非市民」の分断，「形式的市民」＝「実

質的非市民」の排除という問題の克服のため

に，これまで市民社会論が依拠してきた近代的

諸価値，概念の批判的検討を伴う，市民社会を

現代市民社会における包摂と排除（藤田 悟） 167



構成する経済的・社会的基盤の再構築という課

題が導き出された。

そして，以上の作業を通じて本稿が主張して

きたことは，第一に，今日における格差・貧

困・排除の拡大という問題こそ，現代市民社会

論が取り組むべき本来的課題であるというこ

と，そして第二に，市民社会論に構造分析の観

点を導入することによって，経済的・社会的基

盤の格差により抑圧・排除される経済的・社会

的弱者の存在を「非市民」として析出し，概念

化することが可能となるということ，さらに，

格差・貧困・排除が生み出す「市民／非市民」

の分断の克服に向かうためには，市民社会論の

パラダイム転換が要求されている，ということ

であった。

ただし，本稿は今日における格差・貧困・排

除の問題を，市民社会論の観点から捉えなおす

ことによって，これまで市民社会論が捉え切れ

ていなかった市民社会内部における「非市民」

の存在を浮き彫りにするとともに，現代市民社

会論が取り組むべき課題を明らかにすることを

試みたものである。そのため，理論的課題の提

示にとどまらざるをえず，また外国人労働者や

「在日」等の国民−非国民をめぐるシティズン

シップの問題やホームレスの強制排除などをめ

ぐる人権問題等，包摂と排除の個別具体的状況

については十分に論ずることができなかった。

本稿で提示した理論的課題の遂行とともに，こ

れら具体的諸問題との理論的・実践的連帯を今

後の課題としたい。

註
１） ２００５年，北九州市八幡東区で６８歳の男性が孤

独死，また２００６年，北九州市門司区で５６歳の男
性が餓死した事件等。ともに生活保護申請を拒
否され続けていた。詳細は竹下・吉永（２００６）

を参照。
２） ２００７年３月２９日，大阪市が西成区の釜ヶ崎解

放会館，NPO法人釜ヶ崎支援機構，ふるさとの
家の３か所に登録されていた日雇い労働者や野
宿生活者等２,０８８人の住民票を抹消した問題。
詳細については熊野（２００７），および笹沼
（２００７）を参照。

３） ここで，政治共同体の成員資格と言われるも
のは，通常シティズンシップと呼ばれている。
シティズンシップという語にはいまだ日本語の
定訳が存在せず，「『市民性』や『市民権』他，
さまざまな言葉」［岡野２００３：２１］で訳されて
いるが，T・H・マーシャルの定義によれば，
「シティズンシップとは，ある共同社会の完全
な成員である人びとに与えられた地位身分であ
る」［Marshall1992＝1993:37］。そして，「政治
共同体の成員資格としてのシティズンシップ
は，権利，義務，参加，アイデンティティが組
み合わされた束からなっている」［Delanty
2000＝2004:19］のであり，したがって「市民」
は権利のみを受け取るわけではなく，同時に義
務・参加・アイデンティティを─明示的であれ
暗黙の内であれ─要求されているのである。

４） ただし岡野は，「市民権は，国民だけが享受
するのではなく，外国人居住者であっても市民
権の一部，つまり市民的権利や社会的権利だけ
でなく，時には地方参政権といった政治的権利
の一部を享受している」点を指摘し，「外国人
であっても市民であると言えるのではないか」
［岡野２００３：２４-５］と述べている。しかし，「国
政への参政権」だけは今日でも決して外国人は
享受しえず，この「国政への参政権」の有無が，
「市民と国民を区別する契機」である，と述べ
ている。またしかし，外国人または多くの国家
における２０世紀前半までの女性は，「国政への
参政権」を持たないという理由により，十全な
市民ではない者＝「二級市民」として扱われて
きた，という事実も指摘している。ここで述べ
られている「二級市民」という語には，国民で
ないがゆえに市民権の一部が制限されている者
＝外国人と，国民であっても十全な市民権を与
えられていない者＝女性の両者が含まれている
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と言える。
５） このような国民としての「市民」像はT・H・

マーシャルによって確立されたと言えるが，シ
ティズンシップと国民国家のメンバーシップと
の結び付きを批判的に問い直し，シティズンシ
ップを国民国家から切り離す議論が，近年特に
EU圏において活発に行われている。Delanty
（２０００＝２００４），Benhabib（２００４＝２００６）等。

６） 以下，近代市民社会におけるブルジョアジー
とプロレタリアートの関係構造とその変容につ
いての詳細は，藤田（２００５）を参照。

７） 本稿において，市民社会という語は，国民国
家と市場経済とは区別される相対的自律性を持
った固有の社会的諸関係の領域について，近現
代の時代区分を問わず一般的に呼称する場合に
用いている。ただし，近代市民社会内部におけ
る同様の領域について記述する際には，概念上
の混乱を防ぐため〈市民社会〉と表記すること
とする。

８） しかし，冒頭で述べた日雇い労働者や野宿生
活者の住民票抹消問題は，それによって雇用保
険や国民健康保険等のサービス，さらには選挙
権までも剥奪されることを意味している。これ
を「形式的包摂」と「実質的排除」の問題とし
て捉えるのか，それとも「市民」としての「形
式」すら剥奪されるという，さらに深刻なむき
出しの排除が現出しつつあると捉えるべきなの
か，という問題もあるが，まだ状況が流動的で
あるため，現時点ではその判断は留保すること
とし，ひとまず前者の文脈で捉え議論を進める
こととする。

９） 市民社会が自由・平等・民主主義等の普遍的
諸価値を形成してきた領域であるにもかかわら
ず，不平等・抑圧・排除をはらむ領域でもある
という矛盾について，ヒルシュは次のように述
べている。市民社会は，深刻な抑圧と不平等を
はらみつつも「自由や民主主義の場」であり，
逆に「民主主義的過程と解放的な運動」が成立
する場でありつつも「資本主義的支配関係を安
定化するための決定的な『接合剤』」である
［Hirsch1995＝1998:57］。また，近代市民社会
についても，ハーバーマスが次のように述べて

いる。近代市民社会において，フマニテート
（「自由意志・愛の共同体・教養」），平等，公開
性といった理念が形成されたにもかかわらず，
「非自立的男性と女性というふたつのカテゴリ
ーに属す人びとが政治的な意見形成や意思形成
へ平等に能動的な参加をすることは拒否されて
いた。だから，階級社会の諸条件のもとでは，
市民的民主主義（ブルジョワデモクラシー）は
その自己理解の本質的な前提と最初から矛盾し
ていたのである」［Habermas1990＝1994:ix］。

１０） この点に関して，以下のような市民社会論に
とって根源的な問いを見ることも可能だろう。
すなわち，「非市民」の存在は市民社会の存立
のための不可避の前提であるのか？あるいは，
「非市民」の排除は市民社会に内在する原理的
な限界ではないのか？という問いである。確か
に，これまでの市民社会の歴史を概観すれば，
そこには常に市民社会から排除された「非市
民」の存在を確認することができ，その限りで
は「非市民」の排除は不可避であるように見え
る。しかし，現代市民社会における排除の状況
に目を向けたとき，次の事実に留意することが
きわめて重要である。すなわち，今日における
「非市民」の排除は，経済的・政治的支配層の
圧力による「市民」たるための経済的・社会的
な実質的基盤の掘り崩し，およびそのイデオロ
ギー的正当化によって行われている，という事
実であり，したがって，「非市民」の増大と排除
は不可避の「自然現象」として現出しているわ
けではない，ということである。「市民」とは
誰なのか，「市民」に必要とされる要件は何な
のか，「市民」であるために必要な基盤とは何
であるのか。「市民／非市民」の境界は，これ
らの論点をめぐる社会諸勢力間のヘゲモニー闘
争の「結果」として定められるのであり，その
境界は常に流動的なのである。すなわち，「非
市民」の排除は市民社会にとって本質的な不可
避の現象ではない。しかし，市民社会が常に政
治的・経済的圧力・制約にさらされたヘゲモニ
ー闘争の場である以上，「市民／非市民」の境
界は争点として存在し続ける，と言えるだろ
う。

現代市民社会における包摂と排除（藤田 悟） 169



参考文献
Benhabib,Seyla,2004,TheRightsofOthers:Aliens,

Residents,andCitizens,Cambridge:Cambridge

UniversityPress.（向山恭一訳，２００６，『他者の
権利─外国人・居留民・市民─』法政大学出版
局）。

Delanty,Gerard,2000,CitizenshipinaGlobalAge:

society,culture,politics,Buckingham:Open

UniversityPress.（佐藤康行訳，２００４，『グロー
バル時代のシティズンシップ─新しい社会理論
の地平─』日本経済評論社）。

Habermas,Jürgen,1990,Strukturwandelder

Öffentlichkeit:UntersuchungenzueinerKategorie

derbürgerlichenGesellschaft,SuhrkampVerlag

FrankfurtamMain.（細谷貞雄・山田正行訳，
１９９４，『公共性の構造転換』第二版，未来社）。

Harvey,David,2005,ABriefHistoryofNeoliberalism,

OxfordUniversityPress.（渡辺治監訳，２００７，
『新自由主義─その歴史的展開と現在─』作品
社）。

Hirsch, Joachim, 1995, Der Nationale

Wettbewerbsstaat,Berlin.（木原滋哉・中村健吾
共訳，１９９８，『国民的競争国家─グローバル時
代の国家とオルタナティブ─』ミネルヴァ書
房）。

────,2005,MaterialistischeStaatstheorie,VSA-
Verlag,Hamburg.（表弘一郎・木原滋哉・中村
健吾訳，２００７，『国家・グローバル化・帝国主
義』ミネルヴァ書房）。

Marshall,T.H.&TomBottomore,1992,Citizenship

andSocialClass,PlutoPress.（岩崎信彦・中村
健吾訳，１９９３，『シティズンシップと社会的階
級─近現代を総括するマニフェスト─』法律文
化社）。

Marx,Karl&FriedrichEngels,1956f.,KarlMarx-

FriedrichEngelsWerke,InstitutfürMarxismus-

Leninismusbeim ZKderSED,DietzVerlag,

Berlin.（大内兵衛・細川嘉六監訳，１９５９，『マル
クス＝エンゲルス全集』大月書店）。

Wood,EllenMeiksins,1995,DemocracyAgainst

Capitalism:RenewingHistoricalMaterialism,

CambridgeUniversityPress.（石堂清倫監訳・

森川辰文訳，１９９９，『民主主義対資本主義 史
的唯物論の革新』論創社）。

Young,Jock,1999,TheExclusiveSociety:Social

Exclusion,Crimeand Differencein Late

Modernity,SAGEPublications,London.（青木
秀男・伊藤泰郎・岸政彦・村澤真保呂訳，
２００７，『排除型社会─後期近代における犯罪・
雇用・差異─』洛北出版）。

ありむら潜，２００７，『最下流ホームレス村から日本
を見れば（居住福祉ブックレット１２）』東信堂。

伊藤周平，２００７，「社会保障改革による負担・自立
の強制」『現代思想』第３５巻１１号：１７７-１９１，青
土社。

岩田正美，２００７，『現代の貧困─ワーキングプア／
ホームレス／生活保護─』ちくま新書。

岡野八代，２００３，『シティズンシップの政治学─国
民・国家主義批判─』白澤社。

熊野勝之，２００７，「住民票を奪われた路上生活者」
『DAYSJAPAN』第４巻第６号：３８-４３，デイズ
ジャパン。

後藤道夫，２００１，『収縮する日本型〈大衆社会〉─経
済グローバリズムと国民の分裂─』旬報社。

────，２００６，『戦後思想ヘゲモニーの終焉と新
福祉国家構想』旬報社。

後藤道夫他，２００７，『格差社会とたたかう─〈努力・
チャンス・自立〉論批判─』青木書店。

笹沼弘志，２００７，「『権利を持つ権利』と立憲主義の
限界」『法学セミナー』第６２８号：５２-５５，日本評
論社。

────，２００８，『ホームレスと自立／排除─路上
に〈幸福を夢見る権利〉はあるか─』大月書店。

佐藤春吉，１９８７，「〈市民社会〉概念の定立と現代社
会論の構図」『一橋論叢』第９７巻第４号：５３７-
５６。

高畠通敏編，２００３，『現代市民政治論』世織書房。
竹下義樹・吉永純編著，２００６，『死にたくない！─

いま，生活保護が生きるとき─』青木書店。
千葉眞，２００１，「市民社会論の現在」『思想』岩波書

店，５月：１-３。
中西新太郎，２００７，「『自立支援』とは何か─新自由

主義社会政策と自立像・人間像─」後藤他
［２００７］，１７７-２１６。

立命館産業社会論集（第４４巻第１号）170



中村健吾，１９９６，「現代ドイツの『市民社会』論争─
ハバーマス，グラムシ，ヒルシュ─」『経済学雑
誌』第９７巻第１号：１３-３４，大阪市立大学経済
学会。

二宮厚美，２００７，「格差に引き裂かれた日本社会」
『日本の科学者』Vol.４２：６０-６５。

福原宏幸編著，２００７，『社会的排除／包摂と社会政
策』法律文化社。

藤田悟，２００５，「マルクス市民社会論における市民
社会の構造と現代的変容」『立命館産業社会論
集』第４１巻第３号：１５５-１７４，立命館大学産業
社会学会。

松下圭一，１９６９，『現代政治の条件 増補版』中央公
論社。

丸山眞男，１９６１，「現代における革命の論理」井汲卓
一他編，『講座現代のイデオロギー 第一巻 日
本のマルクス主義その１』三一書房，１８９-２３５。

山口定，２００４，『市民社会論─歴史的遺産と新展開
─』有斐閣。

吉田傑俊，２００５，『市民社会論─その理論と歴史─』
大月書店。

渡辺治・後藤道夫編，後藤道夫・伊藤正直，１９９７，
『講座現代日本２ 現代帝国主義と世界秩序の
再編』大月書店。

現代市民社会における包摂と排除（藤田 悟） 171



立命館産業社会論集（第４４巻第１号）172

Abstract:InpresentJapanesesociety,therehasbeenarapidincreaseinthegapbetweenrich
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